
(独立行政法人名：　国立美術館　）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名
称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は会
計規程等の根拠条文

及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考 移行後の契約形態

国立西洋美術館ホームページ
運用業務

日本写真印刷株式会社
東京支社長
池本　晴弘
東京都千代田区一ツ橋
１－１－１

平成20年3月31日

日本写真印刷株式会
社
東京都千代田区一ツ
橋１－１－１

当該ホームページの作
成者であるため（独立
行政法人国立美術館
会計規則第２３条第１
項第１号）

4,348,033円 4,348,033円 100.0% -

年度末間際での契約状態の検
討であったため、公告期間等事
務手続の時間を確保できなかっ
たため

平成２１年度
平成２１年度より一般競争契約へ
移行

国立西洋美術館吸収式冷温水
機設備保守点検

三洋電機サービス株式
会社東京サービスセン
ターセンター長
殿水　英男
東京都江東区亀戸７－６
１－２０

平成20年4月1日

三洋電機サービス株式
会社
東京都江東区亀戸７－
６１－２０

当該機の納品業者で
あり、製品の仕様に精
通しているため（独立
行政法人国立美術館
会計規則第２３条第１
項第１号）

3,412,500円 3,412,500円 100.0% -

年度末間際での契約状態の検
討であったため、公告期間等事
務手続の時間を確保できなかっ
たため

平成２１年度 競争入札又は企画競争へ移行

企画展示館乗用昇降機設備保
守点検

横浜エレベータ株式会社
代表取締役
勝　治雄
神奈川県横浜市中区松
影町２－８－６

平成20年4月1日

横浜エレベータ株式会
社
神奈川県横浜市中区
松影町２－８－６

本業務の対象設備は
横浜エレベーター（株）
の製品であり、機器据
付、試験調整も全て同
社が施工し、現場の状
況、制御機能にもよく
精通している。また、対
象設備は一般の来館
者も使用することから、
故障が発生した場合、
補給部品の供給や修
理に必要な技術者の
派遣等に迅速かつ効
率的に対応し得ること
が必要であり、同社が
他の業者では提供でき
ない技術的知見及び
保守実施体制を有して
いるため（独立行政法
人国立美術館会計規
則第２３条第１項第１
号）

1,738,800円 1,738,800円 100.0% -

年度末間際での契約状態の検
討であったため、公告期間等事
務手続の時間を確保できなかっ
たため

平成２１年度 競争入札又は企画競争へ移行

【様式１】

平成２１年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの



企画展示館荷物用昇降機設備
保守点検

中央エレベーター工業株
式会社代表取締役
福田　重信
東京都台東区上野３－４
－９

平成20年4月1日

中央エレベーター工業
株式会社
東京都台東区上野３－
４－９

本業務の対象設備は
中央工業エレベーター
（株）の製品であり、機
器据付、試験調整も全
て同社が施工し、現場
の状況、制御機能にも
よく精通している。ま
た、対象設備は主に美
術作品の運搬に使用
することから、故障が
発生した場合、補給部
品の供給や修理に必
要な技術者の派遣等
に迅速かつ効率的に
対応し得ることが必要
であり、同社が他の業
者では提供できない技
術的知見及び保守実
施体制を有しているた
め（独立行政法人国立
美術館会計規則第２３
条第１項第１号）

1,247,400円 1,247,400円 100.0% -

年度末間際での契約状態の検
討であったため、公告期間等事
務手続の時間を確保できなかっ
たため

平成２１年度 競争入札又は企画競争へ移行

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。

４．「移行困難な事由」欄は、平成20年度に競争性のある契約に移行できなかった事由を記載することとし、「移行予定年限」欄は、平成21年度以降の具体的な移行予定年限（例：平成21年度）を記載
　すること。

２．本表は、平成20年度に締結した契約のうち、平成21年度以降に競争性のある契約への移行予定のものについて、当該契約ごとに記載すること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。



(独立行政法人名：　　　　　　　　）

契約名称及び内容
契約職等の氏名並びに
その所属する部局の名
称及び所在地

契約締結日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることと
した業務方法書又は会
計規程等の根拠条文

及び理由

予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

移行困難な事由 移行予定年限 備　　考 移行後の契約形態

文部科学省政府調達システム
用ハードウェアの賃貸借

独立行政法人政府調達
機構会計課長
政調　太郎
東京都千代田区霞が関
３－２－２

平成20年4月1日
株式会社政府調達
東京都千代田区丸の
内１２３

平成１８年度に３年間の継続を
前提として総合評価落札方式
による競争入札を実施したこと
から平成２０年度まで継続する
ものであり、独立行政法人政
府調達機構会計規程第２９条
の３第４項に該当するため。

非公表 15,000,000円 - -

システムの機器類賃貸借等、
複数年度を前提に契約を締結
し、次年度以降競争性のない随
意契約を行っているものについ
て、契約更改時期を待たざるを
得ないため。

平成２１年度
平成２１年度より一般競争契約へ
移行

諸外国における政府調達制度
の研究委託

独立行政法人政府調達
機構会計課長
政調　太郎
東京都千代田区霞が関
３－２－２

平成20年4月1日

財団法人政府調達研
究会
東京都千代田区丸の
内４５６

諸外国における政府調達制度
の調査を世界規模で実施でき
る相手方は他に存在せず、競
争を許さないことから独立行政
法人政府調達機構会計規程
第２９条の３第４項に該当する
ため。

70,000,000円 70,000,000円 100.0% 0人

複数年度を前提とした研究開発
等に係る委託事業であり、当該
研究開発等の終了時期を待た
ざるを得ないため。

平成２２年度 平成２１年度限りで事業廃止

#DIV/0!

#DIV/0!

〔記載要領〕
１．本表は、「随意契約見直し計画」の対象となっている契約を対象とすること。

【様式１】

４．「移行困難な事由」欄は、平成20年度に競争性のある契約に移行できなかった事由を記載することとし、「移行予定年限」欄は、平成21年度以降の具体的な移行予定年限（例：平成21年度）を記載
　すること。

平成２１年度以降に競争性のある契約に移行予定のもの

２．本表は、平成20年度に締結した契約のうち、平成21年度以降に競争性のある契約への移行予定のものについて、当該契約ごとに記載すること。

３．本表は、「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付財計第2017号）記３．の記載方法に準じて記載すること。

予定価格非公表の場合は「-」
（半角のバー）を記載すること。

契約の相手方が所管公益法人以外の場合は
「-」（半角のバー）を記載すること。

文部科学省大臣官房会計課において移行後の契
約形態を把握するために、参考として記載願いま
す。
※ホームページでの公表時は削除して下さい。



随　　意　　契　　約　　事　　由

≪競争性のない随意契約によらざるを得ない場合≫

　イ　契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの

　　(ｲ)法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの

　　(ﾛ)条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの

　　(ﾊ)閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているもの

　　(ﾆ)地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの

　ロ　当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。)

　ハ　官報、法律案、予算書又は決算書の印刷等

　ニ　その他

　　(ｲ)防衛装備品であって、かつ、日本企業が外国政府及び製造元である外国企業からライセンス生産を認められている場合における当該防衛装備品及び役務の調達等

　　(ﾛ)電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)

　　(ﾊ)郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。）

　　(ﾆ)再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入

　　(ﾎ)美術館等における美術品及び工芸品等の購入

　　(ﾍ)行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの

随意契約事由別　類型早見表


